
　１．はじめに

　我が国の経済の発展に伴いモータリゼーションが

急速に進展し、我々は自動車による多大の便宜を享

受する一方で、自動車排出ガス等による各種の環境

問題の発生をみることとなった。

　このような自動車に起因する環境問題に対して、

環境省では、大気汚染防止法に基づく自動車の単体

規制、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状

物質の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法（以下、「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」という）に基づ

く大都市地域での窒素酸化物の総量削減、低公害車

の普及促進等、各種対策を実施しているところであ

る。

　２００２年４月に中央環境審議会より答申された「今

後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第

５次答申）」（以下、同名の中央環境審議会答申につい

ては、単に「第○次答申」とする）において指摘され

ている、平成１７年から実施する新長期規制（その時点

で、世界で最も厳しい自動車の排出ガス規制）もこの

施策の一環として位置づけられたものである。
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　我が国の大都市地域を中心とした大気汚染の状況は依然深刻なものがあることから、大

気汚染を改善するために自動車からの排出ガスの低減対策を一層推進することが必要であ

る。このため、新車の排出ガス規制の強化等各種の自動車の排ガス対策を実施しており、

そのうちの一つとして平成１７年からは世界で最も厳しい自動車排ガス規制を実施すること

としている。また、燃料面からも燃料の低硫黄化やアルコール燃料に対する規制導入等を

逐次行っているところである。本稿では、我が国の自動車排出ガス対策と自動車燃料対策

について、これまでの取り組み状況と現在の検討状況等について説明する。
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　これら施策の実施により、大気環境は改善の方向

にあり、新長期規制等の実施により大幅な大気環境

改善効果が期待されているものの、環境省では、

２０１０年において大気環境基準をおおむね達成すると

いう政府の目標を確実なものとするためには、自動

車排出ガス対策をより一層の推進していく必要があ

ると認識している。

　本稿では、最近の大気汚染状況を紹介するととも

に、自動車排出ガス規制のこれまでの動向と今後の

あり方について、排出ガス規制及び燃料規

制の両面から説明することとし、併せて欧

米の動向についても説明することとしたい。

　２．最近の大気環境の状況

　我が国では、環境基本法に基づき、人の

健康を保護し、生活環境を保全する上で維

持されることが望ましい基準として、大気

汚染に係る環境基準が定められている

（Table 1）。

　また、大気汚染防止法に基づき、都道府

県及び大気汚染防止法の政令により全国

２，１３４の測定局――平成１４年末現在、一般

環境大気測定局（以下、「一般局」という）

１，７０４局、及び自動車排出ガス測定局（以下、

「自排局」という）４３０局――において大気

汚染の常時監視が行われている。

　平成１４年度の測定結果によると、一酸化

炭素及び二酸化硫黄による汚染については

引き続き良好な状態が続いている。一方、

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、

大都市地域を中心に環境基準を達成してい

ない状況がみられる。また、光化学オキシ

ダントについては、ほとんどの測定局にお

いて基準未達成という状況にある（Fig.1~3、

光化学オキシダントについては、自排局の

測定局数が少ないため、図中では一般局と

自排局を分けていない）。このことから、

自動車の排出ガスのうち、窒素酸化物

（ＮＯｘ）及び粒子状物質（ＰＭ）を中心に対策

を講じていくことが重要であることがうか

がえる。

　３．我が国における各種自動車排出ガス

対策

　以上述べてきたような現状を踏まえ、我
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Table 1　大気汚染にかかる環境基準

環境上の条件物質

１時間値の１日平均値が０．０４ｐｐｍから
０．０６ｐｐｍまでのゾーン内またはそれ以下
であること

二酸化窒素
（ＮＯ２）

１時間値の１日平均値が０．１０ｍｇ／ｍ３以
下であり、かつ１時間値が０．２０ｍｇ／ｍ３

以下であること

浮遊粒子状物質
（ＳＰＭ）

１時間値が０．０６ｐｐｍ以下であること光化学オキシダント
（Ｏｘ）

１時間値の１日平均値が１０ｐｐｍ以下であ
り、かつ、１時間値の８時間平均値が
２０ｐｐｍ以下であること

一酸化炭素
（ＣＯ）

100.0 
（％） 
80.0 
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20.0

0.0 
H10 H11 H12 H13 H14年度 
94.3％ 98.8％ 99.2％ 99.0％ 99.1％ 
68.1％ 

一般局 
自排局 78.7％ 80.0％ 79.4％ 83.5％ 

Fig. 1　二酸化窒素（ＮＯ２）の環境基準達成率
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Fig. 2　浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境基準達成率
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Fig. 3　光化学オキシダントの状況



が国では、（１）自動車単体排出規制の強化、（２）自動車

ＮＯｘ・ＰＭ法（自動車から排出される窒素酸化物及

び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法）に基づく車種規制等、（３）低公害車

の普及促進、を三本柱に、自動車排出ガス対策を推

進してきている。

　３－１　自動車単体排出規制の強化

　道路運送車両法（以下「車両法」という）の枠組み

に基づく、主に新車登録時の排出ガス規制と、揮発

油等品質の確保等に関する法律（以下「品確法」と

いう）の枠組みに基づく自動車燃料規制。詳細は後

段で説明する。

　３－２　自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく車種規制等

　主に使用過程車に対する規制。トラック・バス等

に対し、車種別に使用可能期限を定め新車への代替

を促進する等の対策を、特に大気汚染状況の著しい

大都市地域（東京、大阪、名古屋）に限定して実施す

るもの。

　なお、同法律の枠組みでは、平成２３年３月（２０１０

年度）までにＮＯ２及びＳＰＭの環境基準がおおむね達

成されるよう国が各種施策を行うこととされている。

　３－３　低公害車の普及促進

　電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、

ハイブリッド自動車、ガソリン自動車の低排出ガス

車に対して、さまざまな税制優遇・融資制度等の普

及促進施策を実施。

　４．自動車単体排出規制

　我が国では、大気汚染防止法に基づき、自動車１

台から排出される排出ガスの量に関する規制（自動

車単体規制）と自動車の燃料の性状及び自

動車の燃料に含まれる物質の量に関する規

制（燃料規制）を実施しており、その詳細は

以下のとおりである。

　４－１　自動車単体対策の仕組み

　自動車排出ガスに係る単体対策について

は、自動車の構造・性能の改善により１台

毎の運行に伴い発生する排出ガスの量を減

らす発生源対策として、自動車単体規制が

実施されている。

　この規制を実施するにあたっては、中央

環境審議会からの答申を踏まえ、大気汚染

防止法に基づき環境大臣が、自動車が一定

の条件で運行する場合に発生し、大気中に

排出される排出物に含まれる自動車排出ガ

スの量の許容限度（「自動車排出ガスの量

の許容限度」＝昭和４６年環境庁告示第１号）

を定め、国土交通大臣がこの許容限度が確

保されるように道路運送車両法に基づく命

令（「道路運送車両の保安基準」）で、規制

の実施に必要な事項を定めている（Fig.4）。
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Fig. 4　自動車単体規制成立の流れ

Fig. 5　自動車燃料規制成立の流れ
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Fig. 6　中環審答申と主な規制強化のスケジュール

中央環境審議会答申

↓

環境省　大気汚染防止法
「自動車排出ガスの量の許容限度」（告示）

↓

国土交通省　道路運送車両法
「道路運送車両の保安基準」（省令）

中央環境審議会答申

↓

環境省　大気汚染防止法
「自動車燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に

含まれる物質の量の許容限度」（告示）

↓

経済産業省　揮発油等の品質の確保等に関する法律
「揮発油規格及び軽油規格」（省令）



　４－２　自動車燃料対策の仕組み

　自動車の排出ガス対策の実施にあたっては、燃料

の品質を確保することが重要であり、自動車排出ガ

ス対策と相まって燃料の品質に関する規制が実施さ

れている。

　このため、自動車の単体対策と同様に、中央環境

審議会の答申を踏まえ、大気汚染防止法に基づき、

環境大臣が大気汚染防止の観点から自動車の燃料に

関する許容限度を定め、経済産業大臣がこの許容限

度が確保されるように揮発油等の品質の確保等に関

する法律に基づく命令（「揮発油規格及び軽油規格」）

で規制の実施に必要な事項を定めている（Fig.5）。

　５．　自動車排出ガス規制の動向

　５－１　これまでの動き

　自動車単体規制については、昭和４０年代以降、累

次の規制対象の追加及び規制値の強化が行われてい

る（Fig.6）。近年は、ガソリン、液化石油ガス（ＬＰＧ）

または軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車及

び軽自動車から排出される一酸化炭素、炭化水素、

窒素酸化物及び粒子状物質について許容限度を定め

て規制を実施している。なお、この許容限度は、中

央環境審議会答申を踏まえて逐次改正行っているも

のであり、現在、自動車排出ガス低減対策について

は、平成８年５月に「今後の自動車排出ガス低減対

策のあり方について」が中央環境審議会に諮問され、

同審議会の大気環境部会及び同部会に設置された自

動車排出ガス専門委員会で審議頂いているところで

ある。この諮問に対して、平成８年から平成１５年に

かけて、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方

について」の中間答申から第７次答申までがなされ

ており、現在も引き続き審議が行われている。

　なお、最近の答申の主な内容は以下のとおりであ

る。

　● 第５次答申（平成１４年４月）

・ガソリン及びディーゼル自動車について、平成１７

年から世界で最も厳しい排出ガス規制を実施する

（いわゆる「新長期規制」）。

・ガソリン及び軽油中の硫黄分を平成１６年末までに

５０ｐｐｍ以下とする。

　● 第６次答申（平成１５年６月）

・二輪自動車及び特殊自動車について平成１８年から

排出ガス規制を強化する。

　● 第７次答申（平成１５年７月）

・軽油中の硫黄分を平成１９年から１０ｐｐｍ以下とする。

・ガソリンへのアルコール等の混合許容値を含酸素

率１．３％とする＊１。

・その他、排出ガスに影響の与える燃料の品質につ

いて許容値を設定した。

・新長期規制以降の排出ガス規制の必要性について

今後検討する。

　５－２　今後の自動車排出ガス低減対策（第７次

答申で指摘された事項）

１）ディーゼル自動車のさらなる排出ガス低減対策

の必要性

　平成１７年からのディーゼル自動車の新長期規制は、

その時点において世界で最も厳しい規制となってお

り（Fig.7）、この規制の実施による大気環境改善の

効果が期待されている。その一方で、新長期規制は、

ＮＯｘよりもＰＭの規制強化を優先したことから、デ

ィーゼル車からのＮＯｘの排出寄与率は依然として

高いと推定される。

　前述したように、政府は平成２２年度（２０１０年度）

までに環境基準をおおむね達成することを目標とし

ており、これを確実なものとするためには、各種対

策の効果を検証しつつ、新長期規制以降の自動車排

出ガス対策について検討を進めていくことが適切で

あるとの考えに立って、ディーゼル車のＮＯｘの一

段の規制強化が必要であるとの認識に立っている。

　この一層のＮＯｘ低減のためには、エンジンにお

ける燃焼制御の改善のみでは限界があり、ＮＯｘを

還元する後処理装置の導入が必要不可欠である。そ

のような後処理装置としてのＮＯｘ還元触媒には、

吸蔵型ＮＯｘ還元触媒や尿素添加型ＮＯｘ還元触媒（ＳＣ

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）１７
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　＊１　総合エネルギー調査会（資源エネルギー庁の審議会）は、
エタノールのガソリンへの添加に関し、安全性の観点等
から検討を行い、エタノール添加を３％まで許容するこ
ととした。



Ｒ）が有望と見込まれている。

　このことから、現在中央環境審議会で当該技術を

活用した排出ガスの目標値及びその達成時期につい

ては審議を行っているところである。

　なお、欧米においてもＮＯｘ還元触媒を前提とし

たディーゼル自動車の排出ガス規制が検討されてお

り、米国では、重量車について、２００７年からＮＯｘを

１．６ｇ／ｋＷｈ、ＰＭを０．０１３ｇ／ｋＷｈまで低減し、２０１０

年からはＮＯｘをさらに０．２７ｇ／ｋＷｈまで低減すると

いう大幅な規制強化を明言している（Fig.7）。また、

欧州でも中軽量車のＥＵＲＯ５規制（２０１０年から）、重

量車のＥＵＲＯ６規制（２０１２年から）について検討を行

っており、早ければ２００５年初め頃に中軽量車の規制

値が提案される可能性がある。

２）軽油中硫黄分の１０ｐｐｍ化

　現在市場に普及している硫黄分が５０ｐｐｍ程度の軽

油では、触媒の被毒等によって、十分に機能が発揮

されないことが確認されているため、前述のＮＯｘ

還元触媒を十分に機能させるためには、軽油中の硫

黄分の低減が必要不可欠である。

　このため、第７次答申において、ディーゼル自動

車から排出されるＮＯｘを新長期規制よりもさらに

大幅に低減するための前提条件として、燃料精製設

備における設備設計及び改造工事等を効率的に行う

ことにより、平成１９年から軽油中の硫黄分を１０ｐｐｍ

以下とすることが指摘された。

　また、一部の精油所では、硫黄分を１０ｐｐｍ以下と

した軽油をさらに早期に供給することが可能であり、

平成１７年の早い時期から燃料生産者が自主的な部分

供給を始めることも期待していると併せて指摘され

ている。

　６．燃料品質対策

　６－１　燃料規制の考え方

　上記でも簡単には述べたが、自動車の排出ガス規

制を確実なものとするためには、自動車の適切な維

持管理とともに、適切な燃料を使用することが極め

て重要である。これは、不適切な燃料を使用すると、

触媒をはじめとした排出ガス低減装置が十分に機能

せず、排出ガスが低減されないおそれがあるためで

ある。

　したがって、自動車の排出ガス対策を確実に実施

するためには、自動車からの排出ガスの規制に加え

て、自動車に使用される燃料の性状に関する規制を

実施することは極めて重要である。

　このため、環境省では、自動車の排出ガス規制と

併せて、平成７年より排出ガス防止の観点から自動

車の燃料の性状に関する規格を定めている。具体的

にはガソリン及び軽油の燃料性状に関する規制を実

施してきており、これまでの燃料品質対策の推移は

Fig.8のとおりである。

　特に近年は、自動車の排出ガス規制が逐次強化さ

れてきており、使用される排出ガス対策技術も急速

に高度化されてきている。これに伴い、排出ガスの

後処理装置等に非常に精緻な電子制御が用いられて

いる場合も多く、わずかな燃料性状の変化に対して

も排出ガスが大幅に変化することがあり得る。

　このように、自動車の排出ガス対策に占める燃料

品質の役割がますます重要になってきているなかで、

燃料に関する規制の必要性を指摘した２００３年７月の

第７次答申の概要とその答申の背景となった事項に

ついて以下のとおり説明する。
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　６－２　燃料品質に係る許容限度の見直しについ

て（第７次答申で指摘された事項…燃料

関係）

１）アルコール燃料等に対する規制の必要性

　軽油やガソリンの代替燃料については、排出ガス

の低減等の観点から以前より検討されてきた事柄で

ある。天然ガス車やＬＰＧ車などは、粒子状物質（Ｐ

Ｍ）の排出量がほぼ０であり、軽油を使用する場合

よりもクリーンなイメージがあるため、ディーゼル

車等で広く用いられているところである。また、メ

タノール車は排出ガスが少ないことから、専用車の

開発や研究が長く行われてきたものである。

　近年は、排出ガスの低減に加え、地球温暖化防止

や資源のリサイクル等の観点からも化石燃料の代替

燃料が広く議論されはじめ、そのなかでも特に、植

物起源の燃料であるバイオマス（ｂｉｏｍａｓｓ）燃料が注

目を集めている。このバイオマス燃料は、カーボン

ニュートラル（ｃａｒｂｏｎ ｎｅｕｔｒａｌ：燃焼によって生じ

るＣＯ２と水は再生時に固定・吸収されるので、地球

規模でのＣＯ２バランスを崩さないという意味）の特

質のために将来的な持続可能型エネルギー源として、

なかでも次の二つが注目されている。

・ガソリンの代替またはガソリンへの添加を目的と

した燃料としての、サトウキビやトウモロコシか

ら精製したバイオエタノール

・軽油の代替または軽油への添加を目的とした燃料

としての、菜種油等から精製される脂肪酸メチル

エステル（いわゆるバイオディーゼル）

　諸外国においても、バイオマス燃料の利用に向け

て各国の農産物の特色を生かしてさまざまな取り組

みがなされており、ブラジル等では、サトウキビ等

から精製したエタノールを２０％程度ガソリンに添加

した燃料（Ｅ２０）が使用されており、アメリカではオ

ゾン層保護の対策地域以外との条件でトウモロコシ

から精製したエタノールをガソリンに１０％程度添加

した燃料（Ｅ１０）の使用が認められている。さらに欧

州等では、軽油にバイオディーゼルを５ｖｏｌ％程度添

加した燃料が利用されはじめており、ＥＵでの統一

規格も現在検討中である。

　これら代替燃料について、地球温暖化防止等の観

点から二酸化炭素排出総量等の試算はなされている

が、その一方で、自動車の排出ガスに与える影響に

ついて、科学的検証に基づき、必要な排出ガス規制

が行われてきたとはいえない。また、欧米において

も、バイオマス燃料の使用については許容している

ものの、排出ガス試験等は、従来のガソリンまたは

軽油で行われているのが一般的である。

　このようななか、我が国の大気環境状況やこれま

での排出ガス規制の状況を踏まえ、バイオマス燃料

を使用した場合であっても、排出ガスの悪化が起き

ないように燃料の規制を実施すべきとの考え方に立

ち、中央環境審議会ではバイオマス燃料の利用に関

し、前述の第７次答申において、以下の結論を得た。

２）ガソリンへのエタノールの添加

　エタノールを添加していない従来のガソリンを前

提に製造された使用過程車の場合、エタノールを添

加したガソリンは、製造段階では想定していなかっ

た燃料であり、その使用に伴って、排出ガスの悪化

が懸念される。したがって、排出ガス低減技術の特

性を踏まえつつ、ガソリンへのエタノール添加量が

使用過程車の排出ガス特性へ与える影響を把握した

上で、バイオエタノールに関する許容限度を設定す

ることとした。

　エタノールは、ＣＯやＨＣは減少するもののＮＯｘは

増加する特性がみられる。これは、エタノールを添加

すると通常の空燃比よりも酸素が過剰な状態にずれ

ることとなるためである（Fig.9）。しかしながら、空

燃比についてＯ２フィードバック制御が行われてい

るガソリン自動車ではこの空燃比のずれを感知し、

三元触媒が最も浄化性能を発揮できる空燃比に再調整

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）１９
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することができる。そのため比較的少量のエタノー

ル添加では排出ガスの悪化はほとんど無いといえる。

　一方、Ｏ２フィードバック制御が行われていない

ガソリン自動車や二輪車ではＮＯｘが増加する傾向

が現れる（Fig.10）。特に二輪車では、小排気量での

運転性能を確保するため、リッチ燃焼を行っている

車両が多い。そのような車両では少量の

エタノール添加でもリッチ燃焼が確保さ

れず、エンジン応答性や出力特性の悪化

等運転性能に悪影響を及ぼすおそれがあ

る。

　以上のように、エタノール添加による

排出ガスへの影響はエタノール中の含酸

素が主な要因となっていると判断される。

現行のガソリンの燃料品質項目には、含

酸素化合物であるＭＴＢＥ（メチル・ター

シャリー・ブチル・エーテル）の許容限

度が７ｖｏｌ％と定められているが、これは

含酸素率に換算すると約１．３ｗｔ％に相当

する。したがって、今回、中央環境審議

会では含酸素化合物全体でＭＴＢＥの許

容限度に相当する１．３ｗｔ％を上限として

設定した。なお、含酸素率１．３ｗｔ％は、

エタノールに換算すると約３．５ｖｏｌ％に相

当するものである。（この答申の規制値

とともに安全性の観点からの検討結果を

踏まえ、エタノールの添加量の上限は３

ｖｏｌ％として、２００３年８月２８日から規制

が実施されている。）

３）軽油へのバイオディーゼル添加

　バイオディーゼル燃料の使用及び軽油への添加に

関しては、従来のバイオディーゼルを添加していな

い軽油を前提に製造された使用過程車や現在開発さ

れている新長期規制適合車の排出ガスへの影響を確

認する必要があり、その際には、原料や製造プロセ

スの違いによりバイオディーゼルの科学的・物理的

特性が多岐にわたることを考慮しなければならない。

　現時点では、限られたデータしか得られていない

ものの、排出ガス試験の結果、バイオディーゼルの

添加によりＮＯｘがわずかながら増加する傾向が見

られたほか、条件によってはＰＭ中のＳＯＦ（燃料や

潤滑油の未燃焼分からなる有機化合物）が増加する

場合もあった（Fig.11）。このため、これら排出ガス

に与える影響のメカニズム等について、今後より詳

細な検討を行う必要がある。

　したがって、現段階でバイオディーゼルに関する

許容限度を設定することは困難であり、今後ディー

ゼル自動車の排出ガスに与える影響について、より

詳細に検討し、早急に結論を得ることが適当である

とされている。

４）その他の燃料規制
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Fig. 11　バイオディーゼルに関する排出ガス試験結果

Table 2　ガソリンの燃料品質規制追加項目

許容限度設定目標値追加項目

８９以上オクタン価

７０℃以上１０％留出温度

蒸留性状

７５℃以上１１０℃以下５０％留出温度

１８０℃以下９０％留出温度

２２０℃以下終点

２．０体積％以下残油量

夏期用４４ｋＰａ以上７２ｋＰａ以下
（平成１７年から６５ｋＰａ以下）
冬期用４４ｋＰａ以上９３ｋＰａ以下

蒸気圧

１．３質量％以下含酸素率

Table 3　軽油の燃料品質規制追加項目

許容限度設定目標値追加項目

０．８６ｇ／ｃｍ３以下
０．１質量％以下

密度
１０％残油残留炭素



　上記バイオマス燃料等に関する規制の導入の他に

も、これまで許容限度として規定していない項目の

うち、自動車排出ガスの悪化を防止する観点から、

大気環境改善に係る項目を新たに許容限度に追加し、

燃料品質項目について、充実を図ることとした

（Table 2、3）。

　なお、ガソリン中の硫黄分を低減することは、リ

ーンバーンエンジンのＮＯｘ還元触媒の硫黄被毒を

抑え、希薄燃焼の運転範囲の拡大が可能になり、リ

ーンバーンエンジン搭載車の燃費向上が期待できる

とともに、三元触媒を使用している自動車に対して

もガソリン中の硫黄分を低減することで触媒の耐久

性が向上し、使用過程での排出ガス低減効果がある

ことから、ガソリン中の硫黄分を１０ｐｐｍ以

下に低減することは望ましいことが指摘さ

れている（燃料品質規制の項目としては、

追加していない）。

　６－３　今後の検討課題

１）より高濃度のアルコール添加

　我が国においてＥ１０等今回の規制値より

も多くのエタノールをガソリンに添加する

ことについては、これに対応した自動車の

開発等をみて改めて検討する必要があると

されている。

　これは、米国等ではＥ１０の使用を前提に

した自動車が販売・使用されている。しか

しながら、これらは安全性確保の対策は講

じられているものの排ガス対策は行われて

おらず、制度上も排出ガス試験はガソリン

のみで行われていることを踏まえたもので

ある。

　日本では、これまでの自動車排出ガス低

減対策の推進状況や大気環境改善の効果を

踏まえると、エタノールを添加した場合で

も従来のガソリンを前提とした排出ガス規

制値を達成する必要がある。これは、米国

等でのエタノール対応車に排出ガス対策技

術を追加する必要があり、米国等における

対応よりも、より技術的に高度な対応が要

求されることとなることも意味している。

２）その他代替燃料に関する検討

　第７次答申で検討の対象としたバイオマ

ス燃料以外に、ガストゥリキッド（ＧＴＬ）、

ジメチルエーテル（ＤＭＥ）、エチルターシ

ャルブチルエーテル（ＥＴＢＥ）等の燃料につ

いても、ガソリンや軽油の代替燃料や添加用燃料と

して関心が集まっているところであり、市場での動

向や燃料の多様化、排出ガス低減対策と二酸化炭素

低減対策との両立に配慮しつつ、今後これら燃料の

使用を前提とした燃料品質対策について検討してい

くこととされている。

　７．おわりに

　Fig.12、13に示すように、平成１７年から始まる新

長期規制により、平成２２年には平成１２年と比べディ

ーゼル車からのＰＭの排出量は約３分の２削減され

る。しかしながらその一方で、ＮＯｘの排出量は約

３割に止まると推定されるため、ディーゼル自動車

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）２１
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Fig. 12　規制強化によるＮＯｘの削減効果
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Fig. 13　規制強化によるＰＭの削減効果



からのＮＯｘの排出寄与率は依然として高いと推定

される。

　ＮＯｘ・ＰＭ法でも目標とされている平成２２年度に

おける環境基準をおおむね達成することを確実なも

のとするためには、こうした状況を踏まえ、新長期

規制以降の自動車排出ガス対策について検討を進め

ていく必要があると認識しており、現在、中央環境

審議会では、新長期規制以降の自動車排出ガス対策

について鋭意検討中である。

　また、上記に述べたディーゼル自動車のさらなる

規制の強化の他にも、今後の自動車排出ガス対策に

ついて幅広く議論が行われているところである。

　例えば、自動車からのＰＭに係る排出ガス規制は、

現在、重量ベースで実施しているが、昨今、重量と

ともに粒子の質（超微小粒子の数、粒子の組成等）

が健康影響に関連が深いのではないかとの懸念が国

内外において高まっている。国連欧州経済委員会

（ＵＮ‐ＥＣＥ）車両構造部会（ＷＰ２９）自動車排出ガス分

科会（ＧＲＰＥ）においてもＰＭの粒子数に関する規制

導入に向けて検討が進められており、我が国もこの

検討に積極的に参加している。さらに、ＯＢＤ（車両

搭載型故障診断装置）、オフサイクル対策（試験モー

ド以外での走行条件時の排出ガス対策）、燃料給油

時における燃料蒸発ガス対策等についても検討を行

い、結論の得られたものからその方向性を示す必要

があると考えている。

　一方、自動車の燃料規制には二つの側面がある。

一つは、さらなる排出ガス低減を図るための燃料規

制であり、これは燃料中の硫黄分の低減などがこれ

に当たる。もう一つは、現行の燃料規制が環境面か

らみて必ずしも必要な項目全てを網羅した規制では

ないことから、排出ガスの悪化を招かないように規

制項目を追加するものである。後者のものとして、

バイオ燃料等に対する規制が当たると言える。今後

も、燃料に係る規制は排出ガス低減対策のより一層

の強化と相まって非常に重要なものであり、バイオ

ディーゼル燃料に係る規制等について、今後中央環

境審議会で検討することとしている。

　これら排出ガス規制及び燃料規制に関する検討状

況及び検討結果については、改めて報告することと

したい。

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ 平成１６年１０月（　）２２

久保田秀暢９４


